
広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を

定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 

広
島
県
規
則
第
七
号 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事

務
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を

定
め
る
規
則
（
平
成
十
二
年
広
島
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
） 

第
二
条 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四 

特
例
条

例
第
二
条

の
表
の
第

二
十
三
号

の
五

に

規
定
す
る

特
定
都
市

河
川
浸
水

被
害
対
策

法
の
施
行

に
係
る
事

務
の
う
ち
、

規
則
に
基

づ
く
事
務

で
あ
っ
て

別
に
規
則

で
定
め
る

も
の 

広
島
県
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対

策
法
施
行
細
則
（
令
和
四
年
広
島
県
規

則
第
二
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事

務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

⑴ 

規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
工
事

着
手
の
届
出
の
受
付 

⑵ 

規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
工
事

の
終
了
の
報
告
の
受
付 

⑶ 

規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
検
査

済
証
の
交
付 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
） 

第
二
条 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四 

削
除 

                                  

                 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


